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施設監査及び確認監査の着眼点について

（１）職員の確保・配置基準

• 保育従事者の配置基準が満たされているか

○ポイント

• 各施設等の運営基準を定める条例の中で、保育教諭等の配置について、必要な資格等を持った職員
が、「常時２人を下回ることはできない」となっています。早朝や夕方、土曜日など利用者が少ない時
間帯でも職員配置を満たすよう、留意してください。（保育所：最低基準条例第3条（国基準第33条、附則第
２号）、幼保：最低基準条例第3条（国基準第５条第３項）、地域型：最低基準条例第3条（国基準第29条2項、第44条
2項、第47条2項）

• 職員の確保や定着化に積極的に取り組み、適切な教育・保育等を提供できるような職員の勤務体制を
確保してください。（確認基準条例第３条（国基準第２１条、第４７条））

• 国の「こども未来戦略方針」において、幼児教育・保育の質の向上を目的として職員配置基準の改正が
行われました（Ｒ６．４．１施行）。

• なお、保育教諭等の配置状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある場合は、当分の間、改
正前の配置基準で職員配置を行うことができる旨の経過措置が設けられています。

※１歳児の配置基準の改正（6人につき１人→5人につき１人）の方針も示されています。
（令和７年度からは先行して公定価格による加算対応） 1

年齢 従前の基準 新たな基準

４・５歳児 ３０人につき１人 ２５人につき１人

３歳児 ２０人につき１人 １５人につき１人

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）

※満3歳以上満4歳に満たな
い児童に対する経過措置は、
令和１０年3月31日まで



施設監査及び確認監査の着眼点について

（１）職員の確保・配置基準

※職員配置の特例（保育所、小規模保育事業所Ａ型、保育所型事業所内保育事業所、認定こども園）

○ポイント

• 各施設等の運営基準を定める条例の中で、保育教諭等の配置について、必要な資格等を持った職員が、
「常時２人を下回ることはできない」となっています。

• ただし、当分の間、以下の特例が設けられています。

①朝夕の保育士配置の要件弾力化
・・・朝夕等の児童が少数となる時間帯は、保育士等のうち１人を保育士と同等の知識及び経験を有すると

認める者とすることができる。

②幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用（３歳以上児を預かる場合のみ）
・・・幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育士とみなすことができる。

③研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化
・・・追加的に確保しなければならない保育士の数の範囲内で、保育士と同等の知識及び経験を有すると

認めるものを、保育士とみなすことができる。

※②③の特例を適用する場合、保育士資格を有する者を、各時間帯で必要となる保育士数の2/3

以上配置しなければなりません。

• 「保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者」とは、保育所等で保育業務に従事した期間が十分
にあるもの（常勤で１年相当程度が目安）、家庭的保育者、子育て支援員研修のうち地域型保育コース
を修了した者等です。

• 上記、保育士の配置特例を利用する場合には別途届出が必要です。 2

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（１）職員の確保・配置基準

※看護師等の配置特例（Ｒ５年度～要件見直し）
• 当分の間、保健師、看護師、准看護師を1人に限り、保育士（保育教諭）とみなすことができ

る。ただし、乳児の数が４人未満である保育所（認定こども園）については、子育てに関する
知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって保育
教諭等による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

○ポイント

• 従来は「乳児が４人以上いる施設」が要件でしたが、国省令が改正されたことにより、乳児
の有無に関係なく、看護師等を1人に限り、保育教諭とみなすことができるようになりまし
た。（保育所：最低基準条例第3条（国基準第33条、附則第２号）幼保：最低基準条例第3条（国基準附
則第8条）

• ただし、乳児の数が４人未満の施設については、一定の知識と経験を有する看護師等に限
られ、保育士と合同で行う必要があり、看護師等が１人で保育することは不可とされていま
す。（幼保：最低基準条例第3条（国基準附則第8条）

• また、補助者として従事する場合を除き、当該看護師等は教育課程に従事することは禁じ
られています。（幼保：最低基準条例第3条（国基準附則第8条）

【子育てに関する知識と経験を有するとは】

保育所等での勤務経験が概ね３年に満たない看護師等が、在籍乳児数３名以下の保育所等で保育を行

う場合、「子育て支援員研修」等の修了を必須とすること。（国事務連絡抜粋）

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）

3



施設監査及び確認監査の着眼点について

（１）職員の確保・配置基準

※理学療法士等の配置特例（Ｒ８年度～）
• 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等(特定理学療法士)で子育てに関す

る知識及び経験を有する者を1人に限り、保育士（保育教諭）とみなすことができる。ただし、
保育を行うに当たっては、当該特定理学療法士等は、当該保育所の保育士による支援を受
けることができる体制を確保しなければならない。

○ポイント

• 障がいのあるこどもや医療的ケア児等の保育所等での受入強化を図り、こどもや子育て家
庭の多様なニーズに対応した保育の提供体制を確保するため、専門職を活用した専門的支
援やインクルージョンを推進することを目的とし、特定理学療法士等を１人に限り、保育士
（保育教諭）とみなすことができるようになりました。（保育所：最低基準条例第3条（国基準第
33条）幼保：最低基準条例第3条（国基準附則第8条））

• 障がい児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障がい児の療育の指導を行う業務に５年
以上従事した経験を有する者、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者も可

• また、補助者として従事する場合を除き、当該特定理学療法士等は教育課程に従事するこ
とは禁じられています。（幼保：最低基準条例第3条（国基準附則第8条））

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）
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施設監査及び確認監査の着眼点について

（１）職員の確保・配置基準

※保育教諭の配置特例（特例措置期間の延長、免許・資格の計画的取得）

○ポイント

• 幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方
の保有が必要とされつつも、下記①②の特例措置が講じられています。

① 幼稚園免許状・保育士資格のいずれか一方の免許状・資格のみで保育教諭となることがで
きる。

② 免許状・資格の一方のみを持ち、一定の勤務経験を有するものは、一定の単位を修得する
ことなどで、もう一方の免許状・資格を取得できる。

• この特例措置はR６年6月の法改正により、R6年度末の期限が5年間延長され、R11年度末
までとなった一方で、主幹保育教諭・指導保育教諭については、R8年度末までに免許状・資
格の併有が必要とされています。

• また、各施設の事業計画や人材確保・育成計画等で、当該保育教諭等が特例期間内に免許状・
資格の取得を計画的に行うための人事計画を作成する等の取り組みが求められています。

• 特例措置期間の期間内に必要な免許状・資格を取得できるよう、計画的に取組んでください。

▼施設監査（幼保連携型認定こども園）
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施設監査及び確認監査の着眼点について

（２）事故防止

• 危険等発生時において当該施設の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた「危

険等発生時対処要領」（危機管理マニュアル）を作成しているか。特に、睡眠中、プール活動・水

遊び中、食事中、自動車の運行等の場面については、重大事故が発生しやすいこと等を踏ま

え、ガイドラインを踏まえるなどして、対策を講じているか。

○ポイント

• 指針の改正（R5.3.31）により、市町村が指導監査を行う事項として、重大事故が発生しやす
い場面での対策に関する規定が明記されました。（国通知）

• そのため、「危険等発生時対処要領」に基づき、次ページの場面での対策が講じられているか
確認します。（法第２７条）

▼施設監査（幼保連携型認定こども園）

6

（２）事故防止

• 事故発生の防止のための指針の整備等、事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置を
講じているか。特に、重大事故が発生しやすい場面での対策を講じているか。

○ポイント

• 指針の改正（R5.3.31）により、重大事故が発生しやすい場面での具体的な対策に関する規
定が明記されたことから、次ページの対策が講じられているか確認します。（国通知）

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、地域型保育事業） ）



施設監査及び確認監査の着眼点について

○重大事故が発生しやすい場面での対策

• 睡眠中の窒息リスクの除去として、医学的な理由で医師からうつぶせ寝を勧められている場

合以外は、仰向きに寝かせるなど寝かせ方に配慮しているか、児童を一人にしていないか、安

全な睡眠環境を整えているか。

• プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制の空白が生じないよう、専ら監視を行う者と

プール指導等を行う者を分けて配置し、その役割分担を明確にしているか。

• 児童の通園、園外における学習その他、児童の移動のために自動車を運行するときは、児童

の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、

児童の所在を適切に確認しているか。

• 児童の食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を含む発達や喫食の状況、食行動の特徴など）や

当日の子どもの健康状態を把握し、誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去しているか。

また、食物アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基づいて対応しているか。

• 窒息の可能性のある玩具、小物等が不用意に保育環境下に置かれていないかなど、保育士等

による保育室内及び園庭内の点検を定期的に実施しているか。

• 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施しているか。

• 事故発生時には速やかに当該事実を市に報告しているか。
7

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（３）自動車を運行する場合の所在確認

• 通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、児童の乗車及び降車の際に、点呼等に
より児童の所在を確実に把握しているか。

• 送迎用の自動車を運行する場合、ブザー等児童の見落としを防止する装置を設置し、降車時
には児童の所在確認をしているか。

○ポイント

• 送迎用のバスに園児が置き去りになり死亡するという痛ましい事故を受け、国省令が改正さ
れ、Ｒ５年度から自動車を運行する場合、以下2点が義務化されています。

①児童の乗降車の際に、点呼等による所在確認を行うこと。（保育所：最低基準条例第3条（国基準
第6条の4）、幼保：法第２７条、地域型：最低基準条例第3条（国基準第7条の3第1項）

➢ 送迎時に限らず、園児等の移動を含む園外活動で自動車を運行するすべての場合が対象です。

②ブザー等の安全装置を設置し、降車時の児童の所在確認を行うこと。（保育所：最低基準条例
第3条（国基準第6条の4）、幼保：法第２７条、地域型：最低基準条例第3条（国基準第7条の3第2項）

➢ 送迎用のバスが対象です。

➢ 安全装置は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する装置に限ら
れるため、国が随時更新しているリストに掲載されている装置に限られることに注意が必要です。

• 乗降車時の安全確認の実施状況や安全装置の設置状況を確認します。 8

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（４）食事中の事故防止

• 食事中等の場面については、重大事故が発生しやすいこと等を踏まえ、ガイドラインを踏まえ
るなどして、対策を講じているか。

○ポイント

• 保育所等での事故防止については、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の

対応のためのガイドライン」（H28.3）で、施設・事業者が取り組むべき事項が示されています。

• 特に重大事故につながりやすい食事中の

誤嚥については、これまでにも、全国で、

りんごやパン、ぶどうなどによる誤嚥事故が

発生していることから、ガイドライン本文中の

「重大事故が発生しやすい場面ごとの

注意事項について」を改めてご確認ください。

• また、R6年度の国の調査研究事業により、

誤嚥事故防止のための啓発資料が作成され、

こども家庭庁のHPにも掲載されています

ので、参考にしてください。
（参考URL：https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/report）

9

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）

啓発資料（一部抜粋）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（５）業務継続計画（ＢＣＰ）

• 感染症や非常災害の発生時に備え、業務継続計画を策定し、必要な措置を講じるよう努めて
いるか。（努力義務）

• 職員に対し、業務継続計画を周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するよう努めて
いるか。（努力義務）

• 必要に応じて見直しているか。（努力義務）

○ポイント

• 国省令の改正により、業務継続計画の策定等が努力義務化されました。（保育所：最低基準条例
第3条（国基準第9条の3）、幼保：最低基準条例第3条（国基準第13条）

• 非常時でも継続的な運営が行えるよう、計画の策定に努めていただきますようお願いします。

【業務継続計画とは】

• 感染症のまん延や地震・風水害等の自然災害など不測の事態が発生しても、重要な事業を中
断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるため、感染症発生時の初期
対応、リスク管理、時間経過に基づく対応、非常災害時の事前対策や発生後の避難経路・連絡
方法などを定めた計画のこと。（国ガイドライン）

• 未作成の場合は、松山市（保育・幼稚園課）作成のひな型（R7年2月送付）や国ガイドラインを
参考に作成をお願いします。（国ガイドライン：R4.3.31児童福祉施設における業務継続ガイドライン）

10

▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（６）虐待等の禁止・虐待通報義務

• 職員による児童に対する虐待等の未然防止及び発生時の対応に関する措置を講じている
か。

• 虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに市町村等行政機関に通報してい
るか。

○ポイント

• 指針の改正（R5.3.31）により、市町村が指導監査を行う事項として、虐待防止に関する規
定が明記されました。（国通知）

• 虐待防止マニュアルの策定や虐待防止に関する研修の実施有無を確認します。

• 上記のマニュアル策定や研修の実施は必須ではありませんが、教育・保育要領並びに保育
所保育指針に基づいた措置を講じるようお願いします。

• 国のガイドライン（「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ

ン（こども家庭庁/文部科学省）R７年８月改訂」も示されていますので、内容をご確認ください。

• 児童福祉法の一部改正により、R７年10月から、保育所等の職員による児童への虐待等を
発見した者に対し、都道府県又は市町村に対する通報が義務化されました。
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▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（７）献立内容（栄養量に関する基準）

• 献立は、できる限り変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有している
か。

○ポイント

• 給食の献立は、各法人や施設において定める給与栄養目標量により、児童の成長・発達に
必要な栄養量が確保されるように作成することが必要です。

• 例年、給食で給与する栄養量のバランスが整っていない施設が見られます。

• 特に、食塩の過剰摂取、脂質エネルギー比のオーバー及びビタミンおよび鉄分やカルシウム
の不足が多い印象です。

• 各施設で算出された給与栄養目標量の達成を目指すようにしてください。

※ R7年度から栄養量に関する判断基準を下表のとおり変更しています。
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▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）

R6年度まで R7年度から

施設が設定する給与栄養目標量を基

準とし、当年度の平均値と比較して、

わずかでも過不足あれば指導対象

施設が設定する給与栄養目標量を基

準とし、当年度の平均値と比較して、

±10％外であれば指導対象



施設監査及び確認監査の着眼点について

（８）連携施設の設定（経過措置期間の延長、基準緩和）

• 保育の提供終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよ
う下記の事項に係る連携協力を行う施設を設定しているか。

①集団保育を体験させるための機会の設置、相談・助言その他保育内容に関する支援

②代替保育の提供

③当該保育の提供の終了に際して、保護者の希望に基づき連携施設での受け入れ

※保育所型事業所内保育事業は③のみで可。 ※R11年度末まで経過措置あり

○ポイント

• 地域型保育事業の事業者は、連携施設の確保が著しく困難と市町村が認めるときは、子ども・
子育て支援新制度の施行日から10年を経過する日までの間は、連携施設を確保する必要が
ないこととされていました。

• R7年の国基準改正により、上記経過措置期間が15年（R11年度末まで）に延長されました。

• また、①について、保育所等を連携施設とすることを原則としつつ、市町村が保育内容支援の
提供に関する連携施設の確保が著しく困難であると認める場合に、小規模保育事業A型、B型、
事業所内保育事業を連携施設として設定できるようになりました。

• ②について、市町村が代替保育の提供に関する連携施設の確保が著しく困難であると認める
場合に、連携施設の確保を必要としないこととされました。
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▼施設監査（地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（９）自己評価

• 教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、
その結果を公表しているか。（幼保連携型認定こども園）

• 自ら業務の評価を行い、改善を図っているか。また、その結果を公表するように努めているか。
（保育所（保育所型認定こども園を含む）、地域型保育事業）

○ポイント

• 自己評価は、「職員等が自らの教育・保育を振り返って行う自己評価と、それをふまえ、「組織
全体で共通理解をもって取り組む自己評価」が基本です。

• 自己評価結果は利用者に公表し、常にその改善を図るよう努めてください。なお、幼保連携型
認定こども園は法令で利用者への公表が義務付けられています。（法施行規則第23条）

• 現地で自己評価の内容と公表方法を確認します。
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▼施設監査（保育所（保育所型認定こども園を含む）、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（1０）職員の配置及び資格

• 基準に基づく必要な保育士数が確保されているか。

○ポイント

• 一般型においては、保育士の割合が半数以上とし、保育士または基準に基づく研修修了者
を配置してください。その際子どもが1人であっても職員配置を満たすよう留意してくださ
い。（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する国基準第２２条：専従規定の例外あり）

• 余裕活用型においては、各施設及び事業所の区分に応じ定める基準に基づいて配置してく
ださい。（国基準第２５条）
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▼施設監査（乳児等通園支援事業）

（1１）支援の内容

• 乳児等通園支援は、保育所保育指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳
幼児及びその保護者の心身の状況に応じて提供されているか。

○ポイント

• 事業の特性として、こどもと保育士が同じ顔触れで日々過ごす通常保育と異なり、こどもに
よって在園時間や利用頻度が違う、日々利用するこどもが異なるなどがあげられます。

• この点に留意し、利用状況に応じて個別計画を作成し、利用児童の記録などを適切に整備し
てください。国の手引き（「こども誰でも通園制度の実施に関する手引き（こども家庭庁）R8年3月改

訂」）も示されていますので、内容をご確認ください。



施設監査及び確認監査の着眼点について

（1２）公定価格加算

• 公定価格の基本分及び申請した加算分により求められる職員数を充足した職員配置がで
きているか。

○ポイント

• 公定価格上の配置基準を下回らないよう、必要な職員を確保してください。

• 充足すべき職員数については、国通知「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関す
る基準等の実施上の留意事項について」（最終改正：令和8年4月8日）に基づきます。

※基本加算分として、4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算、1歳児配置改善加算あり 16

▼確認監査（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業）

（例）保育所の場合

施設長 １人

保育士

以下の合計

・年齢別配置4歳以上児30人につき1人、3歳児20人につき１人、1,2歳児6人につき1人、乳児3人
につき1人（※）

・利用定員が90人以下の施設については１人

・保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については1人

・上記保育士1人当たり、研修代替保育士として年間3日分の費用を算定

調理員等
・利用定員が20人の施設は1人、21人以上40人以下の施設は2人（うち1人は非常勤）、４１人以上
１５０人以下の施設は2人、151人以上の施設は3人（うち1人は非常勤）

その他 ・嘱託医・嘱託歯科医・非常勤事務職員（施設長が兼務する場合は配置不要）



施設監査及び確認監査の着眼点について

（1３）重要事項の説明

• あらかじめ保護者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者の負担、その他利用申込
者の教育・保育の選択に資する重要事項を記した文書または電磁的方式（インターネットや
CD-ROM等）による交付によって明示して説明を行い、同意を得ているか。

• 施設内の見やすい場所に掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信によ
り、公衆の閲覧に供しているか。

○ポイント

• 国基準の改正により、重要事項の掲示方法が改正され、これまでの施設内掲示に加え、
インターネット（ホームページやここdeサーチ）で公表することが必要になりました。
（R6年4月1日～）

• 施設・事業所の見やすい場所（入口付近、受付、掲示スペース等）に掲示または配架するとと
もに、同じ内容をホームページやここdeサーチ等で公表してください。

◎子ども・子育て支援法の改正により、令和7年度から施設型給付・地域型保育給付を受ける全ての施設・
事業者を対象とし、毎事業年度の経営情報（①モデル給与、②人件費比率、③職員配置状況）の公表が必要
になりました（経営情報の見える化）。

• 経営情報等の収集・公表にはここdeサーチが活用されます。

• 事業年度終了後5ケ月以内にここdeサーチで必要事項の報告をお願いします。

• 報告期限から３カ月以上経過している場合、基本分単価の５％分が減算適用されます。
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▼確認監査（特定教育・保育施設（幼稚園、幼稚園型認定こども園以外）及び特定地域型保育事業



施設監査及び確認監査の着眼点について

（1４）施設型給付費の額の通知

• 法定代理受領により施設型給付費の支給を受けた場合、保護者に対し、施設型給付費の額
を通知しているか。（私立保育所は除く）

○ポイント

• 施設型給付、地域型給付の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
額（公定価格）から「政令で定める額を限度として市町村が定める額（利用者負担）を控除し
た額となります。

• 給付については、保護者における個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に要する費用
に充てるため、市町村から法定代理受領する仕組みとなります。（利用者負担は施設が利用
者から徴収します。）

※私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから（児童
福祉法第24条）、法定代理受領ではなく、利用者負担を市町村で徴収し、施設型給付と利用者負担
を合わせた全額が委託費として支払われます。

• 給付（私立保育所の場合は委託費）は施設・事業を利用する子どもの居住地から受けること
になります。

• 市から園に送付する精算書（エクセルファイル）に保護者宛の通知文のシートがありますので
活用いただき、園に掲示するなどし、保護者への通知をお願いします。

18

▼確認監査（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業）

▼確認監査（特定子ども・子育て支援施設等）

特になし
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